
令和2年5⽉30⽇
（有効期限）

令和７年5⽉30⽇
（有効期限）

令和3年8⽉30⽇に合計5単位に到達し
た段階で、更新申請【期間外】を経て
令和2年5⽉31⽇から令和7年5⽉30⽇迄
の５年間の認定証を交付。

令和2年5⽉30⽇に単位未到達（この
例では３単位取得）で期限が満了して
いても認定健康スポーツ医とみなす。
認定スポーツ医として活動可。

※ 単位取得の猶予期間（特例措置）は
各認定健康スポーツ医の状況に応じ弾⼒的に運⽤

特例措置の例：令和2年5⽉30⽇が有効期限であったが新型コロナ感染症により再研修会の受講が
困難であり、令和3年8⽉30⽇に５単位に到達した認定健康スポーツ医の場合

５年間５年間

※猶予期間（特例措置）
令和3年8⽉30⽇までに
残りの2単位を取得

残存期間の3年9か⽉
（令和3年8⽉31⽇から令
和7年5⽉30⽇まで）に

5単位を取得

残存期間の３年9カ⽉間で5単位
を取得した場合、通常の更新申
請を経て令和7年5⽉30⽇から５
年間の有効期間の認定証交付。

５年間

有効期限内に
3単位取得
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